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老人保健医療対策について（意見） 
 
 本審議会は，老人保健医療対策に関する基本方策について本年 3 月諮問を受けて以来，

鋭意審議を重ねているが，この問題は，関連する分野が広く，かつ，複雑な問題を内包し

ているため，いまだ最終的結論を得るにいたっていない。 
 しかしながら，貴職からの強い要望もあるので，とりあえず，現段階における意見をと

りまとめ，別紙のとおり送付する。 
 
 
1 老人保健医療対策は、現在、医療費保障にかたより、予防から治療、リハビリテーシ

ョン、養護に至るまでの一貫したサービスに欠け、かつ、各医療保険制度間に医療費負

担の著しい不均衡があるなど、放置できない問題があり、これに対処するための抜本的

な対策が必要である。 
  健康な老後を確保するためには、高齢者本人が自分の健康に関する自覚と責任を持つ

ことが肝要であり、対策の立案に当たっては、これに充分配慮すべきである。 
  なお、老人保健医療対策は、高齢者に対する年金、福祉サービス、就労、住宅等の各

分野にわたる対策とのバランスをも考慮しつつ、充実を図らなければならない。 
 
2 健康な老後を確保するための保健対策は、なるべく早い年齢から実施することが望ま

しく、その保健対策の実施に当たっては、市町村における体制を整備し、保健所の機能

を強化するとともに、職域における健康診査等との連携・調整を図る必要がある。 
健康診査については、その現状をみると、受診率が極めて低く、また地域間のアンバ

ランスも目立ち、さらにその効果も充分ではないうらみがあるので、受診率の引上げを

図るとともに、健康手帳制度の活用等その効果を高めるための諸方策を講じなければな

らない。 



とりわけ在宅の高齢者については、施設入所との均衡をも考慮した適切な措置を講ず

るべきである。このため、在宅の高齢者に対する保健婦等による看護指導、ホームヘル

パー活動等を充実し、リハビリテーションを受けられるデイケア施設等について整備す

る必要がある。また、一定の療養や介護を要する高齢者のための施設（いわゆる中間施

設）を早急に設けることを望みたい。 
なお、保健婦の養成と活用に一層の力を注ぐとともに、他面、理学療法、作業療法等

の開発を促進し、これら専門家の養成に努めることが重要である。 
 
3 老人保健医療対策の費用については、保健対策は原則として公費負担で行うことが適

当であるが、医療費については、国、地方公共団体及び保険者がそれぞれ負担するもの

とする。 
各保険が負担する老人医療費については、各保険者がそれぞれ加入者等に応じて公平

に負担することとし、保険者の努力が反映するよう工夫して配分をする必要がある。こ

れは、必要に応じ段階的に行うことも考えられ、また、そのために保険者が参加する適

当な機関を設けることが必要となろう。 
また、現行の老人医療費支給制度については、基本的に見直すこととし、自助努力の

必要性等を配慮するとともに、高齢者に特に必要な付添看護等の保険外負担の軽減を図

ることとする。その際、低所得者への配慮を忘れてはならない。 
老人医療問題の解決のためには、医療機関の適正配置、医療機器の重複投資の是正等

の医療資源の効率的配分・利用、医療の質の向上、診療報酬の適正化等医療費適正化対

策が不可欠である。さらに、診療報酬支払方式の基本的見直し等の抜本的対応も重要で

ある。また、関係者が進めつつあるいわゆる「医療費の無駄排除」の努力は、引き続き

推進されなければならない。 


